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各市柔道協会等団体の長  様 

各チームの長 様 

 

              一般社団法人山口県柔道協会事務局長

   

 

全柔連公認指導者資格Ｃ指導員養成講習会（Ａ・Ｂ・Ｃ指導員更新講習会）及び 

同資格Ｂ指導員養成講習会の開催について 

＜平成２５年度（証書 H25.4/1付）認定者（経過措置で取得）の方への説明等＞ 

 

当協会の事業については、平素から格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、平成２５年度（証書 H25.4/1 付）認定者（経過措置で取得）の方が大多数と思わ

れます。 

つきましては、それらの方への周知と説明に当たりましては、下記の事項を参考にしてく

ださるようお願いします。 

また、この通知は、全柔連会員登録システム（Judo-Menber.jp）により、各市柔道協会

等団体の長様と各チームの長様に同時にお送りしていますので申し添えます。 

 

記 

 

１ Ｃ指導員の方について（平成２５年度（証書 H25.4/1 付）認定者（経過措置で取得）） 

更新のためには、今年度の全柔連公認指導者資格Ｃ指導員養成講習会（Ａ・Ｂ・Ｃ指

導員更新講習会）（１１月７日（山口市）・８日（周南市））のうち、「実技指導」※を含

めて最低４時間を受講する必要があります。 

また、Ｂ指導員になるための講習会を受講することもできます。その場合、全柔連公

認指導者資格Ｂ指導員養成講習会の全科目（３日間）を受講することが必要です。 

特に、１１月８日（日）は徳山大学８１１教室での開催ですが、この日だけで更新し

ようとする場合は、必ず８：３０からの「体力トレーニングの基本」を含め４時間を受講

するようにしてください。 

 

※「実技指導」とは、次の科目の内容です。(２の項において同じ) 

・１１月７日８：３０～ 「基本指導の基礎」 

・１１月７日９：３０～ 「投げ技の基本指導」 

・１１月７日１２：３０～「固め技の基本指導」 

・１１月７日１４：３０～「救急処置法の概要」 

・１１月８日８：３０～ 「体力トレーニングの基本」 （徳山大学での開催） 

（注意）Ａ、Ｂ、Ｃ指導員の更新にあたって、１１月８日（日）のみで更新を

完了しようとする場合は、必ず８：３０～「体力トレーニングの基本」を含

め、４時間以上受講してください。 

 

２ A・Ｂ指導員の方について（平成２５年度（証書 H25.4/1 付）認定者（経過措置で取得）） 

更新のためには、今年度の全柔連公認指導者資格Ｃ指導員養成講習会（Ａ・Ｂ・Ｃ指



導員更新講習会）（１１月７日（土：山口市）・８日（日：周南市））のうち、「実技指導」

※を含めて最低４時間を受講するか、来年度の全柔連公認指導者資格Ｃ指導員養成講習会

（Ａ・Ｂ・Ｃ指導員更新講習会）を同様に受講する必要があります。 

特に、１１月８日（日）は徳山大学８１１教室での開催ですので、この日だけで更新

しようとする場合は、必ず８：３０からの「体力トレーニングの基本」を含め４時間を受

講するようにしてください。 

 

３ 講習会の受付について 

各開催要項には、受付時間が記載されていますが、更新のために任意の科目を受講さ

れる方は、その受付時間にかかわらず、受講科目の開始時刻の１５分前には、受付におい

で下さるようお願いします。(受付係が待機していますので受付してください。) 

     

 

４ 更新講習会を受講できない方の把握について 

上記１のＣ指導員の更新は今年度中となっています。 

しかしながら、仕事の都合等で、更新したいにも関わらず今回の講習を受講できない

方について、当協会といたしましては、今回の講習会を実施しながら、更新できない方の

ための講習会の実施等を検討したいと考えています。 

また、各チームや各市柔道協会等団体におかれては、受講者の申込の取りまとめとと

もに、それらの方の把握について、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ (一社)山口県柔道協会 

事務局長    永冨明彦 

電話 ０９０-７１３０-０２６７ 

Ｅ-mail：kun＠m2.ccsnet.ne.jp 


